
マイナ保険証を活用した救急業務
実証事業にご協力をお願いいたします

マイナンバーカードで，救急業務を円滑化

実証事業の概要

マイナ保険証を活用するメリット

〇 実施期間（実証期間）

2025年10月1日～2026年3月31日(予定)
〇 実施救急隊

大崎地域の全ての救急隊（11隊）

総務省消防庁では，救急現場で活動する救急隊がマイナンバー
カードを健康保険証として使える「マイナ保険証」を活用して，
搬送先医療機関の選定を行う際に必要な傷病者情報を入手する
こと（以下，マイナ救急）により，救急業務の円滑化を図るこ
とを目的とした実証事業を実施しており，令和７年度全国全て
の消防本部と連携し実施することから,大崎消防本部の全救急
隊11隊が実証事業※に参加することとなりました。

実施期間・実施救急隊

【意識がない・話すことが困難な場合でもマイナ保険証を
活用することで正確な情報を伝えることができる】

※実証事業とは・・ 令和4年度から救急業務の円滑化を目的にマイナ救急の実証事業を行い，実証の結果を踏
まえて運用方法の改善や救急隊専用のシステム構築に取り組み，令和８年度の本格運用に向
けた事業です。



マイナ救急の流れ

マイナ救急に必要な準備

マイナ保険証の利用登録
（二次元コード）

救急現場でご協力いただきたいこと

注）マイナンバーカードを所有し，かつ，健康保険証の
利用登録を完了している必要があります。

マイナンバーカードの
利用登録は，マイナ
ポータルでできます。

マ イ ナ 保 険 証 を
救 急 隊 へ 渡 す

救急隊が医療情報を閲覧することに
ついて口頭にて同意していただく

②マイナ保険証を読み取る ④より適切な処置や
搬送先医療機関の
選定につながる

①傷病者が情報
閲覧に同意する

③隊員が医療情報
を閲覧する

救急隊員がマイナ保険証をカードリーダーで読み取り，タブレット端末を使用し
て傷病者が過去に受診した病院や処方されたお薬などの医療情報を閲覧します。



マイナ救急の活用事例



マイナ救急よくある質問

下記二次元コードから説明サイト等をご覧いただけます。

Q マイナンバーカードが手元にない場合はどうなりますか？
A マイナンバーカードをお持ちでない場合には，通常通り，救急隊
員による聞き取りや，病院への搬送などを実施します。

Q マイナンバーカードは持ち歩いて大丈夫なのですか？
A 持ち歩いて大丈夫です。ただし，失くさないように注意してくだ
さい。万が一，紛失してしまっても一時利用停止が可能で，24時間
365日対応されています。マイナンバー総合フリーダイヤル（0120-
95-0178）

Q 救急隊員に，救急活動に関係ない個人情報も見られてしまうの？
A マイナ救急に使用するシステムで救急隊員が閲覧できるのは，氏
名や住所等のマイナンバーカード上に記載されている情報と，受診
歴や薬剤情報などの医療情報だけです。税や年金など，救急活動に
関係のない情報は，閲覧できません。

Q 救急車で運ばれるような緊急時でも，マイナンバーカードの案
証番号の入力をしないといけないの？

A マイナ救急の実施にあたっては，救急隊員が傷病者の顔とマイナ
ンバーカードの写真を確認し，本人確認を行うため，マイナンバー
カードの暗証番号の入力は原則不要です。

マイナ救急特設サイト You Tube 動画

大崎消防本部 警防課
TEL:0229-22-2541お問い合わせ
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